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１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅶ－１

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

  １ 施設及び設備に関する計画

  ２ 人事に関する計画

当該項目の重要度、難易度 －

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終

年度値等）

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30 年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な情報

－ － － － － － － － －
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価

業務実績 自己評価

Ⅴ その他業務運営に関する重要な事

項

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営

に関する事項

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営

に関する事項

＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

人員数については、第二期中期目標期

間の最終年度の水準を適切に維持した。

人材育成については、専門的技術力・

ノウハウ、民間経営・マネジメント、財

務会計等研修メニューをより充実させ

るとともに、達成度診断を実施する等、

知識の定着化を図る取組を実施した。

また、給与等の適正化については、柔

軟な給与制度の導入及び個人業績の反

映強化に係る見直し後の給与制度を適

切に運用し、特別手当における個人勤務

成績反映を強化する等の取組を推進し

た。

平成 27 年４月１日時点で、女性管理

職を 17 名とし、「独立行政法人等におけ

る女性の登用推進について」（平成 26 年

３月 28 日付閣総第 175 号、府共第 211

号）における目標を、１年前倒しで達成。

また、女性活躍推進やワーク・ライフ・

バランスに関する研修等を実施（７件、

516 名参加）し、ダイバーシティ推進に

係る取組を強化。

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。

１ 施設及び設備に関する計画

該当なし。

１ 施設及び設備に関する計画

該当なし。

＜主要な業務実績＞

該当なし。

１ 人事に関する事項

・人員数については、東日本大震災に

係る体制強化の必要性があることか

ら、第二期中期目標期間の最終年度

末の水準を維持すること。

なお、ニュータウン事業等の新規に

事業着手しないこととされた業務に

ついては、業務の縮小に伴い、当該

業務に係る人員を削減すること。

２ 人事に関する計画

(１)方針

・業務の的確な推進に必要な人員を確

保し、人員の適正な配置により業務

運営の効率化を図る。

２ 人事に関する計画

(１)方針

・業務の的確な推進に必要な人員を確

保し、人員の適正な配置により業務

運営の効率化を図る。

＜主な定量的指標＞

なし

＜その他の指標＞

なし

＜評価の視点＞

・業務の的確な推進に必要な人員を確

保し、人員の適正な配置により業務運

営の効率化を図っているか。

・機構の中期目標で定める業務上、経

営上の目標の達成に向けて、事業全体

をマネジメントする能力に加え、経営

感覚を発揮し自立的に取り組む人材の

育成と活用を行っているか。

・給与水準について、事務・事業の特

性等を踏まえた水準とするとともに、

職員の士気や業績の向上に資するよう

な業績を反映した給与のあり方につい

て検討を行っているか。

・機構の中期目標で定める業務上、経

営上の目標の達成に向けて、事業全

体をマネジメントする能力に加え、

経営感覚を発揮し自立的に取り組む

人材の育成と活用を行うこと。

・機構の中期計画で定める業務上、経

営上の目標の達成のために必要な人

材育成を行うとともに、柔軟な給与

制度の導入を進める。

・機構の中期計画で定める業務上、経

営上の目標の達成のために必要な人

材育成を行うとともに、柔軟な給与

制度の導入を進める。

・「独立行政法人改革等に関する基本的

な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、給与について、柔

軟な給与制度を導入し、また、信賞

必罰の考え方の下、個人業績の反映

を強化する取組を実施すること。

また、給与水準について、事務・事

業の特性等を踏まえた水準とすると

ともに、職員の士気や業績の向上に

(２)人員に関する指標

「独立行政法人改革等に関する基本

的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、常勤職員数について

は、第二期中期目標期間の最終年度末

（平成 25 年度末）において平成 20 年

度末目標 4,000 人体制から２割削減す

るとの目標を達成したところであり、

東日本大震災に係る体制強化の必要性

があることから、中期目標期間の最終

(２)人員に関する指標

「独立行政法人改革等に関する基本

的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、平成 27年度末におけ

る常勤職員数については、第二期中期

目標期間の最終年度末の水準を維持す

る。

人員数については、「独立行政法人改

革等に関する基本的な方針」（平成 25

年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、東

日本大震災に係る体制強化の必要性か

ら、第二期中期目標期間の最終年度末

の水準（3,194 人）を維持するものと

し、平成 28 年度当初の常勤職員数を

3,196 人とした。

なお、ニュータウン事業等の新規に

事業着手しないこととされた業務につ
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資するような業績を反映した給与の

あり方について検討を行うこと。

年度末（平成30 年度末）において、第

二期中期目標期間の最終年度末の水準

を維持する。

なお、ニュータウン事業等の新規に

事業着手しないこととされた業務につ

いては、業務の縮小に伴い、当該業務

に係る人員を削減する。

なお、ニュータウン事業等の新規に

事業着手しないこととされた業務につ

いては、業務の縮小に伴い、当該業務

に係る人員を削減する。

いては、その収束に応じた人員削減（28

人）を実施。土地の供給・処分を促進

するための体制確保については、適正

な人員配置により効率的な業務運営を

図った。

(３)人材育成の取組

機構の中期目標で定める業務上、経

営上の目標の達成に向けて、ＣＭ方式

をはじめ計画策定から契約・執行まで

事業全体をマネジメントする能力を有

する人材の維持・育成に加え、 経営感

覚を発揮し自立的に取り組む人材の育

成・活用を行うため、専門的技術力・

ノウハウや民間の経営・マネジメント

手法、財務会計知識の修得等を目的と

した研修等を実施する。

また、外部専門機関等による法令遵

守の徹底を図る研修や契約担当部署の

職員を対象とした研修を実施する。

(３)人材育成の取組

ＣＭ方式をはじめ計画策定から契

約・執行まで事業全体をマネジメント

する能力を有する人材の維持・育成に

加え、専門的技術力・ノウハウや民間

の経営・マネジメント手法、財務会計

知識の修得等を目的とした研修等を実

施し、経営感覚を発揮し、機構の抱え

る経営課題や目標に対して、自立的に

取り組む人材の育成・活用に努める。

また、外部専門機関等による法令遵

守の徹底を図る研修や契約担当部署の

職員を対象とした研修を実施する。

機構の中期計画等で定める人材育成

の取組方針を踏まえ、経営感覚を発揮

し、機構の抱える経営課題や目標に対

して、自立的に取り組む人材の育成・

活用を目的として、平成 27 年度の研修

において、以下の研修等を行い、139

件延べ508日の研修に対し、延べ7,295

人が参加した。

管理職研修において、機構の経営方

針の徹底や経営・マネジメント手法の

習得等を目的とする研修を実施した。

一般職員研修においては、業務に関す

る知識・スキルの養成を目的とする研

修を実施した。

また、機構業務を行う上で必要な法

務、経理・財務、経営管理に係る研修

をより充実するとともに、研修内容の

定着化を図るため、必要に応じ、達成

度診断を行うことにより、経営感覚や

総合的な知識・能力の醸成並びに専門

的技術力及びノウハウの養成・継承を

図った。

さらに、コンプライアンス等の内部

統制に係る研修を実施した。

なお、自己啓発の促進等を図るため、

職務遂行上必要な資格等の取得促進研

修を実施するとともに、資格等試験の

受験料援助、資格等試験合格者への報

奨金支給及び通信教育講座の受講費援

助を実施した。



96

(４)給与等の適正化

「独立行政法人改革等に関する基本

的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、給与について、柔軟

な給与制度を導入し、また、信賞必罰

の考え方の下、個人業績の反映を強化

する取組を実施する。

また、給与水準について、事務・事

業の特性等を踏まえた水準とするとと

もに、職員の士気や業績の向上に資す

るような業績を反映した給与のあり方

について検討を行う。

(４)給与等の適正化

「独立行政法人改革等に関する基本

的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、平成 26年度に導入し

た柔軟な給与制度を適切に運用し、ま

た、信賞必罰の考え方の下、個人業績

の反映を強化する取組を実施する。

また、給与水準について、事務・事

業の特性等を踏まえた水準とするため

の取組を着実に実施する。

平成 26 年度から実施している「給与

制度の見直し」に基づき、平成 27 年度

においては、引き続き特別手当におけ

る個人勤務成績の反映強化等を推進し

た。

※「給与制度の見直し」（Ｈ26.７～）

「独立行政法人改革等に関する基本

的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、「給与制度の見直し」

を実施。

具体的には、本給を級毎に定額の職

能給及び人事評価の結果により加算す

る加算給に再編し、下位の級の給与が

上位の級の給与を上回らないよう加算

給に上限額を設けたほか、管理職につ

いて扶養手当を廃止するとともに役職

手当を職務給に見直すなど、給与の年

功的昇給を見直し、より職務・職責を

重視した制度に移行した。また、特別

手当について、加算月数及び配分割合

を見直し、個人の勤務成績の反映強化

を図った。

「独立行政法人等における女性の登

用推進について」（平成 26年３月 28日

付閣総第 175 号、府共第 211 号）に基

づき、女性役員・管理職の数値目標（平

成 26 年４月１日時点で管理職 11 名の

ところ、平成 28年４月１日時点で役員

１名、管理職数の５割増）について、

平成 27 年４月１日時点で管理職 17 名

とし、１年前倒しで目標を達成した。

また、ダイバーシティ推進に係る取

組みの一環で、女性活躍推進やワー

ク・ライフ・バランスに関する研修等

を７件実施し、管理職を中心に延べ516

人が参加。

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載）

なし
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１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅶ－２ Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

３ 関係法人に係る取組

当該項目の重要度、難易度 －

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年度値等）

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な情報

平成30年度までの関係会社数の半

減（平成 25 年度末：26 社）

（計画値）

中期目標期間最終年

度：13社
－ － － － － － －

平成30年度までの関係会社数の半

減  （実績値）
－ － 21 社 17 社 － － － －

上記削減社数 － － ▲５社 ▲４社 － － － ▲９社

達成率 － － － － － － － －
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価

業務実績 自己評価

２ 関係法人に係る取組

関係会社について、役割や組織の在

り方、機構との契約の在り方について

整理した上で、中期目標期間中にその

数を半減すること。

また、賃貸住宅の修繕業務を行う関

係会社については、同業務のコスト削

減目標の達成状況を見極めた上で、機

構との資本関係や業務の範囲等の当該

関係会社のあり方について平成 29 年

度中に結論を得ること。

なお、機構と関係法人との契約及び

人的関係について透明性を確保する取

組を実施すること。

３ 関係法人に係る取組

機構と関係法人との契約及び人的関

係に係る透明性の確保並びに機構のコ

スト削減への寄与の観点から、以下の

取組を実施する。

３ 関係法人に係る取組

機構と関係法人との契約及び人的関

係に係る透明性の確保並びに機構のコ

スト削減への寄与の観点から、以下の

取組を実施する。

＜主な定量的指標＞

関係会社について中期目標期間中に

その数を半減

（中期目標期間始期 26 社）

＜その他の指標＞

－

＜評価の視点＞

・中期目標期間中の関係会社の数の半

減に向けた取組を推進しているか。

・機構と関係法人との契約及び人的関

係について透明性を確保する取組を実

施しているか。

＜主要な業務実績＞

＜主な定量的指標＞

本事業年度中に関係会社数を４社削

減し、前年度と合わせて計９社削減。（平

成 27 年度末 17 社）

＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

関係会社の整理合理化については、

昨年度の５社削減に続き、平成 27 年度

においても合併や株式売却により４社

削減を実施。

結果として、平成 25 年度末の 26 社

から、９社削減し 17社となっており、

中期目標期間中の半減に向けて着実に

取組を推進している。

また、機構と関係法人との契約及び

人的関係について透明性を確保する取

組として「独立行政法人から関係法人

への補助・取引等及び再就職の状況の

概要」について、機構ホームページ公

表を実施。

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。

(１)関係会社の整理合理化

関係会社については、役割や組織の

あり方、機構との契約のあり方を整理

した上で、機構の収益最大化に資する

よう必要な合理化を行いつつグループ

経営機能を強化する。

その取組として、経営合理化の観点

からの統合等を図るとともに、機構以

外の株主である地方公共団体等の理解

を得つつ、経営が安定し出資目的を達

成した会社の株式売却を行い、平成 30

年度までに関係会社の数を半減する。

さらに、機構が出資する関係会社に

ついて、経営状況に応じて配当を求め

る。

日本総合住生活株式会社について

は、前述の賃貸住宅管理コストの削減

の達成状況を見極めた上で、機構との

資本関係や業務の範囲等の当該関係会

社のあり方について平成29年度中に結

論を得る。

(１)関係会社の整理合理化

関係会社については、経営合理化の

観点からの統合等に着手するととも

に、経営が安定し出資目的を達成した

会社から機構以外の株主等との株式売

却協議を開始し、協議等が整った会社

について株式売却を実施する。

また、機構が出資する関係会社につ

いて、経営状況に応じて配当を求める。

再開発施設やニュータウン地区等の

生活利便施設の管理・運営等を行う会社

については、経営状況が安定し、出資目

的を達成した会社から、機構以外の株主

の理解を得つつ、株式売却により関係会

社としての資本関係の解消を図ること

としている。

平成 27 年度においても、機構以外の

株主と継続的に協議を実施し、協議が整

った会社の株式を売却することにより、

関係会社を１社削減。

都市再生事業等の支援業務を行う業

務支援会社については、経営基盤の強化

を図ることとして、平成27 年 10 月に統

合再編を行い、その結果、関係会社を３

社削減。

配当については、政策評価・独立行政

法人評価委員会からの指摘を踏まえ、平

成 25 年度より、機構が直接出資する関

係会社に対し、各社の経営状況に応じた

配当を要請。結果、平成 27 年度におい

ては、９社から約3.6 億円の配当金を受
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領。

(２)関係法人との関係に係る透明性確

保のための情報開示

関係法人との間における人と資金の

流れについて透明性を確保するため、

機構から関係法人への再就職の状況及

び機構と関係法人との間の補助・取引

等の状況について、引き続き、一体と

して情報開示を実施する。

(２)関係法人との関係に係る透明性確

保のための情報開示

関係法人との間における人と資金の

流れについて透明性を確保するため、

機構から関係法人への再就職の状況及

び機構と関係法人との間の補助・取引

等の状況について、引き続き、一体と

して情報開示を実施する。

関係法人との関係に係る透明性確保

のために「独立行政法人から関係法人へ

の補助・取引等及び再就職の状況の概

要」を機構ホームページ上において情報

開示。

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載）

なし
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１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅶ－３

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

４ 中期目標の期間を超える債務負担

５ 独立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法律第 100 号）第 33 条第 2項(附則第 12 条第 7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する積立金の使途

当該項目の重要度、難易度 －

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 基準値

（前中期目標期

間最終年度値等）

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30 年度 （参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な情報

－ － － － － － － － －

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価

業務実績 自己評価

４ 中期目標の期間を超える債務負担

中期目標期間中の事業を効率的に実

施するために、次期中期目標期間にわ

たって契約を行うことがある。

４ 中期目標の期間を超える債務負担

中期目標期間中の事業を効率的に実

施するために、次期中期目標期間にわ

たって契約を行うことがある。

４ 中期目標の期間を超える債務負担

次期中期目標期間にわたる契約を行

った。

＜評定と根拠＞

評定：－

５ 独立行政法人都市再生機構法（平

成 15 年法律第 100 号）第 33 条第２項

（附則第 12 条第７項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）に規定

する積立金の使途

なし。

５ 独立行政法人都市再生機構法（平

成 15 年法律第 100 号）第 33 条第２項

（附則第 12 条第７項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）に規定

する積立金の使途

なし。

該当なし。 ＜評定と根拠＞

評定：－

４．その他参考情報

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載）

なし
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